
広
島
県
訓
令
第
四
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 
 
 
 
 
 
 
 

庁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地

方

機

関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

 

広
島
県
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
四
号
中
「
部 

 

長
」
を
「
局 

 

長
」
に
、
「
部
長
」
を
「
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号

を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
局 

 

長
」
を
「
部 

 

長
」
に
、
「
局
長
」
を
「
部
長
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

課 
 

長 

職
の
設
置
規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲
げ
る
課
長
を
い
う
。 

第
二
条
第
九
号
及
び
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

九 

幹
事
課
長
等 

別
表
第
一
に
掲
げ
る
課
長
を
い
う
。 

十 

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー 

職
の
設
置
規
則
別
表
第
一
号
の
表
職
名
の
欄
に
掲
げ
る
専
任
主
査
、
主
任
主

査
、
主
査
等
の
う
ち
、
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
を
い
う
。 

第
三
条
中
「
関
係
部
室
等
」
を
「
関
係
局
課
等
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
十
九
号
中
「
室
長
（
室
長
相
当
職
」
を
「
課
長
（
課
長
相
当
職
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号

中
「
部
長
（
部
長
相
当
職
」
を
「
局
長
（
局
長
相
当
職
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
三
号
中
「
部
長
」
を
「
局

長
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
部
長
、
局
長
等
」
を
「
局
長
、
部
長
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
部
長
、
局

長
及
び
室
長
」
を
「
局
長
、
部
長
、
課
長
及
び
室
長
」
に
改
め
、
「
及
び
別
表
第
三
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

局
長
、
部
長
及
び
課
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
条
第
六
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
局
長
」
を
「
部
長
」
に
、
「
部
長
」
を
「
局
長
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
部
長
」
を
「
局
長
」
に
、
「
局
長
」
を
「
部
長
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
局
長
」
を
「
部
長
（
都
市
局
に
あ
つ
て
は
局
長
）
」
に
、
「 

部
長
」
を
「
局
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

危
機
管
理
監
は
、
危
機
管
理
監
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
部
長
限
り

で
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

７ 

職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
室
長
は
、
課
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
課
長
が
局
長
の
承
認

を
得
て
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
条
第
八
項
中
「
健
康
指
導
監
、
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
長
、
健
康
指
導

監
、
企
業
誘
致
担
当
次
長
」
に
改
め
、
「
、
企
業
誘
致
担
当
次
長
」
を
削
り
、
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
、



「
部
長
」
を
「
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

９ 

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
課
長
の
専
決
事
項
の
う
ち
、
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
、

課
長
が
局
長
の
承
認
を
得
て
指
定
す
る
も
の
及
び
別
表
第
四
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

第
九
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
部
室
等
」
を
「
局
課
等
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

決

裁 

区

分 

局

課

等 

の

区

分 

第 
 

一 
 

順 
 

位 
 

者 

第
二
順
位
者

知

事 
 

副 
 

知 
 

事 

総

務

局

長

副
知
事 

理

事 
 

総 

務 

局 

長 

主

務

局

長

局

長 

各

局 

主 

務 

部 

長 

主

務

課

長

部

長 

各

部 

主 

務 

課 

長 
幹
事
課
長
等

課

長 

各

課 

課
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
課
員 

 

第
九
条
第
二
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
会
計
管
理
局
」
を
「
会
計
管
理
部
」
に
、
「
第
一
項
」
を
「
前
項 

」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

決

裁

区

分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

一

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

二

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

副 
 

知 
 

事 

総 

務 

局 

長 

会
計
管
理
部
長

 
 
 
 
 
 
 
 

第
九
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

３ 

危
機
管
理
監
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
代
理
決
裁
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

同
項
の
表
中
決
裁
区
分
の
副
知
事
及
び
部
長
で
あ
る
部
分
は
、
次
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

決

裁

区

分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

一

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

二

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

副 
 

知 
 

事 

総 

務 

局 

長 

危

機

管

理

監

 
 
 
 
 
 
 
 

危

機

管

理

監

 
 
 
 
 
 
 
 

主 

務 

課 

長 
 

４ 

環
境
県
民
局
土
地
利
用
対
策
室
、
青
少
年
対
策
室
、
交
通
安
全
対
策
室
及
び
地
球
環
境
対
策
室
の
所
掌

に
属
す
る
事
務
の
代
理
決
裁
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
表
中
決
裁
区

分
の
局
長
、
部
長
及
び
課
長
で
あ
る
部
分
は
、
次
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

決

裁

区

分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

一

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

二

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

局 
 
 
 
 

長 

主 

務 

部 

長 

室 
 
 
 
 

長 

部 
 
 
 
 

長 

室 
 
 
 
 

長 
 

室 
 
 
 
 

長 

室
長
が
あ
ら
か
じ
め
指

名
す
る
室
員 

 

５ 

都
市
局
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
の
代
理
決
裁
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項

の
表
中
決
裁
区
分
の
局
長
で
あ
る
部
分
は
、
次
表
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

決

裁

区

分

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

一

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第

二

順

位

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

局 
 
 
 
 

長 

主 

務 

課 

長 

幹

事

課

長

等

 
 
 
 
 
 
 
 



 
第
十
条
中 「

総
務
部
長 

主
務
部
長 

を「

総
務
局
長

主
務
局
長

に
、
「

主
務
部
長 

総
務
部
長

」
」

」

を 「
主
務
局
長 

総
務
局
長 

に
、 「

総
務
部
長

会
計
管
理
局
長 

を
「

総
務
局
長 

会
計
管
理
部
長 

」
」

に
、 「
会
計
管
理
局
長 

総
務
部
長 

を
「

会
計
管
理
部
長 

総
務
局
長

に
、
「
読
み
替
え
る
」
を

」
」

」

 

「
、
同
条
第
三
項
の
表
中 

「

総
務
局
長

危
機
管
理
監 

と
あ
る
の
は「

危
機
管
理
監 

総
務
局
長

」
」

と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別

表
第
六
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

局 
 

部 
 

名 

幹

事

課

長

等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 

計 

管 

理 

部

会
計
総
務
課
長 

総

務

局

 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
務
課
長 

企 

画 

振 

興 

局

分
権
改
革
課
長 

環 

境 

県 

民 

局

環
境
県
民
総
務
課
長 

健 

康 

福 

祉 

局

健
康
福
祉
総
務
課
長 

商 

工 

労 

働 

局

商
工
労
働
総
務
課
長 

農 

林 

水 

産 

局

農
林
水
産
総
務
課
長 

土

木

局

 
 
 
 
 
 
 
 
 

土
木
総
務
課
長 

都 
 
 

市 
 
 

局

都
市
事
業
管
理
課
長 

 

別
表
第
二
中 「

部

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を「

局

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

「

局

長

専

 
 
 
 
 

」
」

 

決

事

項

 
 
 
 
 
 

を 「

部

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、「

室

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

「

課
長
及
び

」
」

」

 

室
長
専
決
事
項 

に
改
め
、
同
表
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
一
号
中
「
部
長
（
部
長
相
当
職
」
を
「
局
長
（

」

局
長
相
当
職
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
二
号
中
「
局
長
（
局
長
相
当
職
」
を
「
部
長
（
部
長
相
当
職
」
に
改
め
、

同
欄
第
十
三
号
中
「
局
長
」
を
「
部
長
」
に
改
め
、
同
表
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
十
一
号
中
「
室
長
（
室

長
相
当
職
」
を
「
課
長
（
課
長
相
当
職
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
十
二
号
中
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
、

同
表
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
九
号
中
「
、
再
交
付
、
書
換
え
交
付
及
び
返
納
処
理
」
を
削
り
、
同
欄
第
四
十

一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四
十
一 

職
員
の
部
分
休
業
の
承
認
及
び
取
消
し 

 

別
表
第
二
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十
三
号
を
削
り
、
第
四
十
四
号
を
第
四
十
二
号

と
し
、
第
四
十
五
号
を
削
り
、
同
欄
第
四
十
六
号
中
「
、
有
価
証
券
及
び
物
品
」
を
「
及
び
有
価
証
券
」
に

改
め
、
同
号
を
同
欄
第
四
十
三
号
と
し
、
同
欄
中
第
四
十
七
号
を
削
り
、
第
四
十
八
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、

第
四
十
九
号
を
第
四
十
五
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
中 「

部
室
の
区
分 

を 「

局
課
の
区
分

に
、「

部
長
専
決
事
項

を
「

局
長
専
決
事
項 

に
、

」
」

」
」



「

局

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

「

部

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、「

室

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
」

」
」

  

を 「

課

長

専

決

事

項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
表
会
計
管
理
局
の
部
中 

 
 

を 
 

 

に
、 

 
 

を

」

     
 
 

に
改
め
、
同
部
会
計
総
務
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を 

   

第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、 

 

同
部
用
度
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
及
び
同
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
「
会
計
管
理
局

長
」
を
「
会
計
管
理
部
長
」
に
改
め
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

危機管理監 

 

消防保安課 

 
 

一 

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法 

 

律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
四
条 

 

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予 

 

防
規
程
の
制
定
又
は
変
更
の
認 

 

可 

二 

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確 

 

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す 

 

る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律 

 

第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条 

 

の
規
定
に
よ
る
保
安
業
務
規
程 

 

の
認
可 

   

別
表
第
三
総
務
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
総
務
管
理
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

    
 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
総
務
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
十
三
号
を
加
え
る
。 

  

二 

文
書
分
類
表
の
管
理 

 

三 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
以
外

総務部 

「 

」 

総務局

「

」

会計管理部 

「 

」 

会計総務室 

「 

」

「

」
会計管理局

会計総務課 

「 

」 

用度室 

「

」 

用度課 

「 

」 

総務室 

「 

」 

総務課 

「 

」 

総務管理局 

「 

」 

総務管理部 

「 

」



の
者
に
対
す
る
文
書
の
閲
覧
等
の
許
可 

 
四 
地
方
機
関
に
お
け
る
文
書
事
務
の
取
扱
い
及
び
当
直
に
関
す
る
規
程
の
承
認 

 

五 
広
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公

印
の
新
調
及
び
改
刻
の
承
認 

 

六 

広
島
県
法
規
集
の
編
集 

 

七 

職
員
の
扶
養
親
族
の
認
定 

 

八 

職
員
の
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
に
係
る
確
認
及
び
決
定 

 

九 

職
員
の
児
童
手
当
に
係
る
受
給
資
格
及
び
額
の
認
定 

 

十 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
給
与
支

払
報
告
書
等
の
提
出 

 

十
一 

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
源
泉
徴
収
票
の

提
出 

 

十
二 

電
子
計
算
組
織
に
よ
り
集
中
処
理
す
る
電
気
料
金
及
び
電
話
料
金
に
係
る
支
出
命
令 

 

十
三 

所
得
税
及
び
住
民
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金
の
出
納
通
知 

 

十
四 

旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
切
符
等
に
係
る
収
入
の
通
知
及
び
支
出
命
令
（
県
立
病
院
課
の

所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

  

別
表
第
三
総
務
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
中
文
書
法
制
室
の
項
を
削
り
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同 

 

款
人
事
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
及
び
第
七
号
中
「
室
長
（
室
長
相
当
職
」
を
「
課
長
（
課
長
相

当
職
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
欄
第
八
号
中
「
の
承

認
」
を
「
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
及
び
取
消
し
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
欄
第
七

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
及
び
取
消
し 

   

別
表
第
三
総
務
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
行
政
管
理
室
の
項
室
長
専 

   

決
事
項
の
欄
第
二
号
を
削
り
、
同
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
財
務
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 
 

   

に
、 
 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同 

 

行政管理室
「

」

行政管理課
「

」

人事室

「

」 

人事課 
「 

」 

福利室

「

」

福利課

「

」

財務局 

「 

」 

財務部

「 

」

財政室 

「 

」 

財政課 

「 

」

財産管理室 

「 

」 

財産管理課
「

」

営繕室

「

」

営繕課

「

」

税務室

「

」 

税務課 

「 

」 



  

部
秘
書
広
報
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
表
地
域
振
興
部
の
部
中 

 
 
 

     

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
地
域
振
興
対
策
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同 

   

款
統
計
管
理
室
の
項
中
「
（
統
計
調
査
室
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
款
統
計
調
査
室

の
項
、
市
町
行
財
政
室
の
項
、
権
限
移
譲
推
進
室
の
項
及
び
地
域
づ
く
り
推
進
室
の
項
を
削
り
、
同
部
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。 

地域 振興部 

地域 政策課 

 
 

一 

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六 

 

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九 

 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
成
果 

 

の
認
証
請
求
及
び
同
条
第
五
項 

 

の
規
定
に
よ
る
成
果
の
認
証
の 

 

申
請 

 

市町行財政課 

一 

地
方
自
治
法 

 

に
基
づ
く
知
事 

 

の
権
限
の
う
ち
、 

 

次
に
掲
げ
る
も 

 

の 

 

 

第
二
百
五 

 
 

十
二
条
の
十 

 
 

七
の
八
第
一 

 
 

項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
臨
時
代 

 
 

理
者
の
選
任 

 

 

第
二
百
五 

 
 

十
二
条
の
十 

 
 

七
の
九
の
規 

 
 

定
に
よ
る
臨 

 
 

時
選
挙
管
理 

 
 

委
員
の
選
任 

一 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
知

 

事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲

 

げ
る
も
の 

 

 

第
二
百
八
十
四
条
第
二

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
一
部
事

 
 

務
組
合
の
設
立
の
許
可 

 

 

第
二
百
九
十
一
条
の
三

 
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広

 
 

域
連
合
の
組
織
団
体
数
の

 
 

増
減
、
共
同
処
理
事
務
の

 
 

変
更
又
は
規
約
の
変
更
の

 
 

許
可 

 

 

第
二
百
九
十
五
条
の
規

 
 

定
に
よ
る
財
産
区
の
議
会

 
 

又
は
総
会
の
設
置
の
指
示

 

 

第
二
百
九
十
六
条
の
五

 
 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
財

 
 

産
又
は
公
の
施
設
の
処
分

 
 

又
は
廃
止
の
同
意 

二 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

 

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号

一 

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六 

 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
部 

 

事
務
組
合
の
組
織
団
体
数
の
増 

 

減
、
共
同
処
理
事
務
の
変
更
又 

 

は
規
約
の
変
更
の
許
可 

二 

地
方
交
付
税
法
に
基
づ
く
知 

 

事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ 

 

る
も
の
（
総
務
局
財
務
部
税
務 

 

課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除 

 

く
。
） 

 

 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
交
付
税
の
算
定
に
用
い 

 
 

る
資
料
の
審
査 

 

 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
交
付
税
の
額
の
算
定 

 
 

及
び
交
付
の
事
務
（
普
通
交 

 
 

付
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

地
方
財
政
法
に
基
づ
く
知
事 

 

の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る 

 

も
の 

 

 

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規 

秘書広報局 

「 

」 

秘書広報部 

「 

」

行政情報室
「

」

広報広聴課
「

」

地域振興部
「

」

企画振興局 

「 

」 

地域振興対策局
「

」

政策企画部
「

」

統計管理室
「

」

統計課 

「 

」 



 
 

 
 

）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の

 

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
一
条
の
二
第
二
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
長
の
職
務
を

 
 

行
う
べ
き
者
の
選
定 

 

 

第
五
条
第
一
項
の
規
定

 
 

に
よ
る
事
務
の
分
界
の
決

 
 

定
又
は
承
継
す
べ
き
地
方

 
 

公
共
団
体
の
指
定 

 
 

第
六
条
の
規
定
に
よ
る

 
 

事
務
の
承
継
の
決
定 

三 

地
方
交
付
税
法
第
十
七
条

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

 

税
の
額
の
算
定
及
び
交
付
の

 

事
務
（
総
務
局
財
務
部
税
務

 

課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除

 

く
。
） 

 
 

定
に
よ
る
地
方
債
に
係
る
市 

 
 

町
と
の
協
議 

 

 

第
五
条
の
四
第
一
項
、
第 

 
 

三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
地
方
債
の
許
可 

 

 

第
三
十
三
条
の
八
第
一
項 

 
 

の
規
定
に
よ
る
地
方
債
の
許 

 
 

可 

 

別
表
第
三
県
民
生
活
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

環境県民 局 

総務管理 部 

学事課 

 
 

一 

宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六 

 
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
二 

 

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る 

 

規
則
の
変
更
の
認
証 

二 

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四 

 

年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
四 

 

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
法 

 

人
の
寄
附
行
為
変
更
の
認
可
で 

 

軽
易
な
も
の 

環境保全課 

 

一 

公
害
に
関
す
る
苦
情
の
処

 

理 

一 

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措 

 

置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第 

 

百
十
号
）
第
五
条
第
五
項
（
第 

 

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す 

 

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に 

 

よ
る
意
見
の
聴
取
及
び
軽
易
な 

 

意
見
の
申
出 

二 

公
害
に
関
す
る
苦
情
の
処
理 

 

で
軽
易
な
も
の 

 

環境部 

自然環境課 

 

一 

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十

 

二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）

 

に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う

 

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る

 
 

国
定
公
園
計
画
の
申
出
及

 
 

び
国
定
公
園
事
業
の
決
定

 

 

第
十
条
第
二
項
及
び
第

 
 

三
項
の
規
定
に
よ
る
国
定

 
 

公
園
事
業
の
執
行
の
同
意

 



 
 

 
 

 
 

及
び
認
可 

二 

広
島
県
立
自
然
公
園
条
例

 

（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
条

 

例
第
四
十
一
号
）
に
基
づ
く

 

知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に

 

掲
げ
る
も
の 

 

 

第
六
条
第
二
項
の
規
定

 
 

に
よ
る
公
園
事
業
の
決
定

 

 

第
八
条
第
二
項
及
び
第

 
 

三
項
の
規
定
に
よ
る
公
園

 
 

事
業
の
執
行
の
同
意
及
び

 
 

認
可 

三 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の

 

適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平

 

成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号

 

）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の

 

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
四
条
及
び
第
七
条
の

 
 

規
定
に
よ
る
鳥
獣
保
護
事

 
 

業
計
画
及
び
特
定
鳥
獣
保

 
 

護
管
理
計
画
の
策
定 

 

 

第
二
十
八
条
、
第
二
十

 
 

九
条
、
第
三
十
四
条
及
び

 
 

第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

 
 

る
鳥
獣
保
護
区
、
特
別
保

 
 

護
地
区
、
休
猟
区
、
銃
猟

 
 

禁
止
区
域
及
び
銃
猟
制
限

 
 

区
域
の
設
定
又
は
指
定 

 

 

第
六
十
八
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
猟
区
設
定
の
認
可 

 

 

第
七
十
八
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
鳥
獣
保
護
員
の
任
免

 

   

別
表
第
三
環
境
部
の
部
を
削
り
、
同
表
福
祉
保
健
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
総
務
管
理 

     

局
の
款
中 
 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
医
療
保
険
室
の
項
を
削
り
、 

 
 

を 
 
 

  

総務管理局 

「 

」 

総務管理部 

「

」 

健康福祉総務課
「

」

福祉保健総務室 

「 

」

こども家庭支援室 

「 

」 

福祉保健部
「

」

健康福祉局
「

」



    
 
 

に
改
め
、
同
款
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

一 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
縁

組
の
承
諾
の
許
可 

 

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
こ
ど
も
家
庭
支
援
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
及

び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

被爆者対策課 

 
 

一 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る 

 

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六 

 
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
基
づ 

 

く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に 

 

掲
げ
る
も
の 

 

 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交 

 
 

付 

 

 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
健 

 
 

康
診
断
に
係
る
経
費
の
支
払 

 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
の 

 
 

支
給 

 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
特
別
手
当
の
支
給 

 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
原
子
爆
弾
小
頭
症 

 
 

手
当
の
支
給 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
健
康
管
理
手
当
の 

 
 

支
給 

 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
保
健
手
当
の
支
給 

 

 

第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ 

 
 

る
介
護
手
当
の
支
給 

 

 

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ 

 
 

る
葬
祭
料
の
支
給 

 

 

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
特
別
葬
祭
給
付
金 

 
 

を
受
け
る
権
利
の
認
定 

二 

毒
ガ
ス
障
害
者
に
対
す
る
救 

 

済
措
置
要
綱
（
昭
和
五
十
九
年 

 

四
月
十
日
衛
発
第
二
百
六
十
六 

こども家庭課 

「 
」 



 
 

 
 

号
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知 

 

）
に
基
づ
く
健
康
診
断
に
係
る 

 

費
用
の
支
払
並
び
に
医
療
費
及 

 

び
諸
手
当
の
支
給 

   

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
の
部
保
健
医
療
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同 

  

款
医
務
看
護
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
期
間
を

定
め
て
の
閉
鎖
命
令 

 

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
の
部
保
健
医
療
局
の
款
医
務
看
護
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
二
号
中
「
前
号


、

、

及
び

」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

医療保険課 

 

一 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

 

三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

 

号
）
第
四
十
五
条
第
三
項
の

 

規
定
に
よ
る
保
健
医
療
機
関

 

等
と
の
契
約
の
認
可 

一 
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く 

 

知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲 

 

げ
る
も
の 

 

 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

市
町
と
の
協
議 

 

 

第
八
十
九
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
等 

 
 

の
出
頭
要
求
等
の
承
認 

   

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
の
部
保
健
医
療
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
保
健
対
策
室
の
項
室 

  

長
専
決
事
項
の
欄
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え

る
。 五 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
療
育
の
給
付 

 

 

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
内
容
及
び
診
療
報
酬
の
請
求
の
審
査
並
び
に
診
療

報
酬
の
額
の
決
定 

 

六 

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
未
熟
児
に
対
す
る
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療
に
要
す
る

費
用
の
支
給 

 

 

第
二
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
内
容
及
び
診
療
報
酬
の
請
求
の
審
査
並
び
に
診
療
報
酬
の

保健医療局
「

」

保健医療部
「

」

医務看護室
「

」

医務課 

「 

」 

保健対策室
「

」

健康対策課
「

」



額
の
決
定 

 
七 
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
も
の
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定

す
る
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給 

 

 

第
五
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払 

 

 

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
内
容
及
び
自
立
支
援
医
療
費
等
の
請
求
の
審
査
並
び
に

自
立
支
援
医
療
費
等
の
額
の
決
定
（
療
養
介
護
医
療
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
に
係
る
も
の

を
除
く
。
） 

   

別
表
第
三
福
祉
保
健
部
の
部
保
健
医
療
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
被
爆
者
・
毒
ガ
ス
障
害
者 

    

対
策
室
の
項
を
削
り
、
同
部
社
会
福
祉
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 

      
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
病
院
事
業
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 

   

に
改
め
、
同
款
県
立
病
院
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
「
県
立
病
院
室
」
を
「
県
立
病
院
課
」
に 

  

改
め
、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
総
務
管
理
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 
 

      

生活衛生室
「

」

生活衛生課
「

」

社会福祉局
「

」

社会福祉部
「

」

地域福祉室
「

」

地域福祉課 
「 

」 

社会援護室 

「 

」

社会援護課 

「 

」 

障害者支援室 

「 

」 

障害者支援課 

「 

」 

病院事業局
「

」

病院事業部
「

」 

県立病院室 

「 
」 

県立病院課
「

」

商工労働部 

「 

」

商工労働局
「

」

総務管理局 

「 

」 

総務管理部
「 

」



   

に
改
め
、
商
工
金
融
室
の
項
及
び
経
営
支
援
室
の
項
を
削
り
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に 

   

改
め
、
同
部
産
業
振
興
局
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

産業振興部 

経営支援課 

 

一 
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に

 

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二

 

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に

 

基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

 

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
十
八
条
の
規
定
に
よ

 
 

る
調
整
規
程
の
認
可 

 

 

第
二
十
八
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
組
合
協
約
の

 
 

認
可 

二 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

 

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

 

八
十
一
号
）
第
四
十
八
条
の

 

規
定
に
よ
る
臨
時
総
会
の
招

 

集
の
承
認 

三 

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五

 

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四

 

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

 

る
臨
時
総
会
の
招
集
の
承
認

四 

商
店
街
振
興
組
合
法
（
昭

 

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

 

一
号
）
第
五
十
九
条
の
規
定

 

に
よ
る
臨
時
総
会
の
招
集
の

 

承
認 

一 

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関 

 

す
る
法
律
第
五
条
の
二
十
三
第 

 

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
中
小 

 

企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
一 

 

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
款 

 

の
変
更
の
認
可
で
軽
易
な
も
の 

二 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第 

 
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ 

 

る
定
款
の
変
更
の
認
可
で
軽
易 

 

な
も
の 

三 

商
工
会
法
第
四
十
四
条
第
二 

 

項
（
第
五
十
八
条
第
四
項
に
お 

 

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。 

 

）
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
変
更 

 

の
認
可
で
軽
易
な
も
の 

四 

商
工
会
議
所
法
（
昭
和
二
十 

 

八
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
に 

 

基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、 

 

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
特
定
商
工
業
者
の
基
準 

 
 

と
な
る
金
額
を
定
め
る
こ
と 

 
 

の
許
可 

 

 

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
法
定
台
帳
の
作
成
期
間 

 
 

の
延
長
の
決
定 

 

 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
負
担
金
賦
課
の
許
可 

 

 

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
定
款
の
変
更
の
認 

 
 

可
で
軽
易
な
も
の 

 

金融課 

 
 

一 

広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金 

 

貸
付
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
広 

 

島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
に
基 

 

づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次 

 

に
掲
げ
る
も
の 

職業能力開発課 

「 

」

職業能力開発室 

「 

」 

雇用対策室
「

」

雇用人材確保課
「

」



 
 

 
 

 

 

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号 

 
 

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準 

 
 

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の 

 
 

規
定
に
よ
る
貸
付
対
象
物
件 

 
 

の
設
置
等
を
行
う
場
所
の
変 

 
 

更
の
承
認 

 

 

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号 

 
 

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準 

 
 

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の 

 
 

規
定
に
よ
る
貸
付
対
象
物
件 

 
 

の
型
式
、
構
造
等
の
変
更
の 

 
 

承
認 

 

 

第
十
六
条
第
一
項
第
六
号 

 
 

の
規
定
に
よ
る
貸
付
決
定
額 

 
 

の
変
更
（
貸
付
決
定
額
の
一 

 
 

割
未
満
の
減
額
に
限
る
。
） 

 
 

の
承
認 

 
 

  

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
総
務
管
理
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 
 

     

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
団
体
検
査
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
二 

   

号

中
「
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
」
を
「
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
仮
理
事
の
選
任 

 

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
団
体
検
査
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
七
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

 

七 

水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

第
四
十
三
条
第
一
項
（
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び

第
百
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
理
事
若
し
く
は
監
事
の

職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任
、
又
は
役
員
を
選
挙
若
し
く
は
選
任
す
る
た
め
の
総
会
の
招
集 

 
 

 

第
四
十
三
条
第
三
項
（
第
九
十
二
条
第
三
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
条
第
三
項
に
お
い

農林水産部 

「 

」

農林水産局
「

」

総務管理局 

「 

」 

総務管理部
「 

」

農林水産総務課 

「 

」

農林水産総務室 

「 

」 

団体検査室 

「 

」 

団体検査課
「

」



て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
代
表
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任 

 
別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
総
務
管
理
局
の
款
団
体
検
査
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

八 

森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

 
 

 

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
役
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任
又
は
役
員
を
選
挙

若
し
く
は
選
任
す
る
た
め
の
総
会
の
招
集 

 
 

 

第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
代
表
理
事
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選
任 

 
 

 

第
百
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
仮
理
事
の
選
任 

    

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
農
業
経
営
室
の
項
及
び 

   

食
品
流
通
安
全
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

農業技術課 

 
 

一 

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六 

 

年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十 

 

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業 

 

務
規
程
の
変
更
の
承
認 

二 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五 

 

年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十 

 

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事 

 

故
肥
料
の
譲
渡
の
許
可 

農業経営課 

 

一 

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年

 

法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
に

 

基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

 

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
十
一
条
第
一
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
農
地
等
の
買
収

 
 

令
書
の
作
成
及
び
交
付 

 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
農
地
等
の
賃
貸

 
 

借
の
解
約
等
の
許
可 

 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
農
地
等
の
売

 
 

渡
通
知
書
の
作
成
及
び
交

 
 

付 

 

 

第
五
十
条
第
一
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
土
地
等
の
買
収

 
 

令
書
の
作
成
及
び
交
付 

 

 

第
五
十
五
条
第
二
項
の

一 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関 

 

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法 

 

律
第
五
十
八
号
）
第
十
三
条
の 

 

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
換 

 

分
合
計
画
の
認
可 

二 

市
民
農
園
整
備
促
進
法
（
平 

 

成
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第 

 

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交 

 

換
分
合
計
画
の
認
可 

農水産振興局
「

」

農水産振興部
「

」



 
 

 
 

規
定
に
よ
る
物
件
の
収
去

 
 

令
書
の
作
成
及
び
交
付 

 

 

第
六
十
二
条
第
二
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
土
地
配
分
計

 
 

画
の
作
成 

 

 

第
六
十
四
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
適
格
者
の
選
定
及
び

 
 

土
地
等
の
売
渡
予
約
書
の

 
 

交
付 

 

 
第
六
十
七
条
第
一
項
及

 
 

び
第
六
十
九
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
土
地
等
の
売

 
 

渡
通
知
書
の
作
成
及
び
交

 
 

付 

 

 

第
七
十
二
条
第
二
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
土
地
等
の
買

 
 

戻
の
買
収
令
書
の
作
成
及

 
 

び
交
付 

 

 

第
七
十
四
条
の
二
第
三

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等

 
 

の
譲
与
の
適
否
の
認
定
並

 
 

び
に
譲
与
通
知
書
の
作
成

 
 

及
び
交
付 

 

 

第
七
十
五
条
の
二
第
一

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
草
地
利

 
 

用
権
の
設
定
等
の
承
認 

 

 

第
七
十
五
条
の
三
の
規

 
 

定
に
よ
る
草
地
利
用
権
の

 
 

認
定
等
の
裁
定 

 

 

第
七
十
五
条
の
七
第
一

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
草
地
利

 
 

用
権
の
存
続
期
間
の
更
新

 
 

等
の
承
認 

 

 

第
七
十
五
条
の
七
第
二

 
 

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

 
 

七
十
五
条
の
三
の
規
定
に

 
 

よ
る
草
地
利
用
権
の
存
続

 
 

期
間
の
更
新
等
の
裁
定 

 

 

第
七
十
五
条
の
八
第
一

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等

 
 

を
買
い
取
る
べ
き
旨
の
裁

 
 

定 

 

 

第
七
十
五
条
の
八
第
二

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
定
着
物

 
 

を
買
い
取
る
べ
き
旨
の
裁

 
 

定 

 

 

第
七
十
五
条
の
九
の
規

 



 
 

 
 

定
に
よ
る
草
地
利
用
権
に

 
 

係
る
賃
貸
借
の
解
除
の
承

 
 

認 

二 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

 

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

 

に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う

 

ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
九
十
四
条
の
八
第
一

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
埋
立
予

 
 

定
地
の
土
地
配
分
計
画
の

 
 

作
成 

 

 

第
九
十
四
条
の
八
第
三

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
適
格
者

 
 

の
選
定
及
び
埋
立
予
定
地

 
 

の
配
分
通
知
書
の
交
付 

 

 

第
九
十
四
条
の
八
第
七

 
 

項
の
規
定
に
よ
る
埋
立
予

 
 

定
地
の
使
用
許
可 

三 

第
一
号

、

及
び

に

 

掲
げ
る
権
限
に
係
る
行
政
手

 

続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規

 

定
に
よ
る
聴
聞
又
は
弁
明
の

 

機
会
の
付
与 

 

   

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、 

    

同
部
農
林
整
備
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 
 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 

     
 
 

に
改
め
、
同
款
森
林
保
全
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

   

一 

森
林
法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
民
有
林
の
開
発
行
為
の
許
可
（
許
可
に
係
る
面
積
が
十
万
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）
に
基
づ
く
知
事
の

農産振興室
「

」

農産課

「

」

漁業調整室
「

」 

水産課 

「 

」 

森林保全課
「 

」 

森林保全室 

「 

」

土地改良室
「

」

農業基盤課
「

」

林業振興室
「

」

林業課 

「 

」 

農林整備局
「 

」 

農林整備部
「 

」



権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
土
砂
埋
立
行
為
の
許
可
（
土
砂
埋
立
区
域
の
面
積
が
十
万
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
許
可
に
係
る
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
設
定 

 
 

 

第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示 

 

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
林
整
備
局
の
款
森
林
保
全
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。 

 

三 

森
林
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
民
有
林
の
開
発
行
為
の
変
更
許
可 

 
 

 

第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定 

 
 

 

第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

 
 

 

第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
又
は
解
除
の
申
請
書
の
農
林
水
産
大
臣
へ
の

進
達
（
解
除
の
申
請
書
の
進
達
に
つ
い
て
は
、
指
定
理
由
の
消
滅
に
よ
る
解
除
に
あ
つ
て
は
面
積
が

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
公
益
上
の
理
由
に
よ
る
解
除
に
あ
つ
て
は
面
積
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

 

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
業
要
件
の
変
更 

 

四 

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
計
及
び
実
施
設
計
の
承
認 

 

五 

広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項
又
は
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
氏
名
等
の
公

表 

 
 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
埋
立
行
為
の
変
更
の
許
可
及
び
当
該
許
可
に
係
る
第
二
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
設
定 

 
 

 

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
搬
入
禁
止
区
域
の
指
定
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
土
砂
搬
入
禁
止
区
域
の
指
定
の
解
除 

 

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
林
整
備
局
の
款
森
林
保
全
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。 

 

二 

森
林
法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
民
有
林
の
開
発
行
為
の
変
更
許
可
（
変
更
に
伴
い
増
加
す
る
開

発
行
為
に
係
る
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
） 

 

三 

広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
埋
立
行
為
の
変
更
の
許
可
（
変
更
に
伴
い
増
加
す
る
土
砂

埋
立
区
域
の
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
当
該
許
可
に
係
る
第
二

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
設
定 

 
 

 

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
埋
立
行
為
の
全
部
の
譲
受
け
の
許
可
及
び
当
該
許
可
に
係

る
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
設
定 

  

別
表
第
三
農
林
水
産
部
の
部
農
林
整
備
局
の
款
治
山
室
の
項
を
削
り
、
同
表
土
木
部
の
部
中 

 
 

を 
 

 

土木部 

「 

」



   
 
 

に
改
め
、
同
部
総
務
管
理
局
の
款
中 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 

に
、 

 
 

を 
 
 
 

    

に
、 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
技
術
企
画
室
の
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中
「
空
港
港
湾
部
の 

  

部
空
港
港
湾
事
業
局
の
款
港
湾
管
理
室
の
項
室
長
専
決
事
項
」
を
「
土
木
局
の
部
空
港
港
湾
部
の
款
港
湾
管

理
課
の
項
課
長
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
部
土
木
整
備
局
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

土木整 備部 

土木整 備管理課 

一 

公
有
水
面
埋 

 

立
法
（
大
正
十 

 

年
法
律
第
五
十 

 

七
号
）
に
基
づ 

 

く
知
事
の
権
限 

 

の
う
ち
、
次
に 

 

掲
げ
る
も
の
（ 

 

海
面
を
除
く
。
） 

 

 

第
二
条
第 

 
 

一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
埋
立 

 
 

て
の
免
許
（ 

 
 

埋
立
面
積
五 

 
 

千
平
方
メ
ー 

 
 

ト
ル
未
満
の 

 
 

も

の

に

限

 
 
 
 
 
 

 
 

る
。
） 

 

 

第
十
六
条 

 
 

第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋 

 
 

立
権
の
譲
渡 

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
九 

 
 

条
第
一
項
の 

 
 

規
定
に
よ
る 

 
 

埋
立
地
の
用 

 
 

途
の
変
更
の 

 
 

許
可 

 

 

第
三
十
五 

 
 

条
第
一
項
た 

 
 

だ
し
書
の
規 

一 

道
路
法
第
十
八
条
の
規
定

 

に
よ
る
道
路
の
区
域
の
決
定

 

及
び
供
用
の
開
始
等 

二 

公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ

 

く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次

 

に
掲
げ
る
も
の
（
海
面
を
除

 

く
。
） 

 

 

第
十
三
条
の
二
第
一
項

 
 

の
規
定
に
よ
る
埋
立
区
域

 
 

の
縮
小
、
設
計
の
概
要
の

 
 

変
更
又
は
埋
立
工
事
の
着

 
 

手
及
び
竣
功
の
期
間
伸
長

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
工
事
の

 
 

竣
功
の
認
可 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
地
に
関

 
 

す
る
権
利
の
譲
渡
の
許
可

三 

公
有
水
面
埋
立
法
の
一
部

 

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四

 

十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）

 

に
よ
る
改
正
前
の
公
有
水
面

 

埋
立
法
（
以
下
「
旧
公
有
水

 

面
埋
立
法
」
と
い
う
。
）
に

 

基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

 

次
に
掲
げ
る
も
の
（
海
面
を

 

除
く
。
） 

 

 

第
十
三
条
第
二
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
埋
立
期
間
伸
長

 
 

の
許
可 

一 

軌
道
法
に
規
定
す
る
国
土
交 

 

通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

 
で
都
道
府
県
が
処
理
す
る
も
の 

 

等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十 

 

八
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
） 

 

に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、 

 

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
軌
道
に
お
け
る
工
事
の 

 
 

工
事
方
法
の
変
更
の
認
可 

 

 

第
一
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
軌
道
に
お
け
る
工
事
に 

 
 

係
る
工
事
方
法
書
の
記
載
事 

 
 

項
の
変
更
の
認
可 

 

 

第
一
条
第
三
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
車
両
の
購
入
等
の
認
可 

二 

公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
く 

 

知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲 

 

げ
る
も
の
（
海
面
を
除
く
。
） 

 

 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
願
書
の
受
理 

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋
立
工
事
の
竣
功 

 
 

の
認
可
（
埋
立
面
積
五
千
平 

 
 

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に 

 
 

限
る
。
） 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋
立
地
に
関
す
る 

 
 

権
利
の
譲
渡
（
分
譲
を
埋
立 

 
 

て
の
目
的
と
す
る
埋
立
地
以 

 
 

外
の
埋
立
地
に
つ
い
て
の
公 

土木局 

「 
」 

総務管理局
「

」

総務管理部
「

」

土木総務室
「

」

土木総務課
「

」 

用地室 

「 

」 

用地課

「

」

技術企画室 

「 

」 

技術企画課 

「 

」



 
 

 
 

定
に
よ
る
原 

 
 

状
回
復
の
義 

 
 

務
の
免
除 

 

 

第
十
六
条
第
一
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
埋
立
権
の
譲
渡

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
二
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
埋
立
工
事
の
竣
功
の

 
 

認
可 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
地
に
関

 
 

す
る
権
利
の
譲
渡
の
許
可

 
 
 

 
 

共
団
体
以
外
の
者
間
の
所
有 

 
 

権
の
譲
渡
で
当
該
埋
立
地
に 

 
 

係
る
面
積
五
千
平
方
メ
ー
ト 

 
 

ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

及
び
設
定
の
許
可 

三 

旧
公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ 

 

く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に 

 

掲
げ
る
も
の
（
海
面
を
除
く
。
） 

 

 

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ 

 
 

る
埋
立
工
事
の
竣
功
の
認
可 

 
 

（
埋
立
面
積
五
千
平
方
メ
ー 

 
 

ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋
立
地
に
関
す
る 

 
 

権
利
の
譲
渡
（
分
譲
を
埋
立 

 
 

て
の
目
的
と
す
る
埋
立
地
以 

 
 

外
の
埋
立
地
に
つ
い
て
の
公 

 
 

共
団
体
以
外
の
者
間
の
所
有 

 
 

権
の
譲
渡
で
当
該
埋
立
地
に 

 
 

係
る
面
積
五
千
平
方
メ
ー
ト 

 
 

ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
） 

 

道路整備課 

 
 

一 

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関 

 

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年 

 

法
律
第
三
十
九
号
）
に
基
づ
く 

 

知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲 

 

げ
る
も
の
（
都
市
整
備
課
の
所 

 

掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

 

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
整
備
す
べ
き
道
路
の
指 

 
 

定 

 

 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
電
線
共
同
溝
整
備
計
画 

 
 

の
策
定 

 

砂防課 

 

一 

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
十

 

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

 

設
計
及
び
実
施
計
画
の
承
認

 

 

別
表
第
三
土
木
部
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

空港港湾部 

空港振興課 

 

一 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年

 

法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
に

 

基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

 

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
四
十
九
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
進
入
表
面
、

 
 

転
移
表
面
又
は
水
平
表
面

 
 

（
以
下
「
制
限
表
面
」
と

 
 

い
う
。
）
の
上
に
出
る
物

一 

広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例 

 

（
平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
二 

 

十
九
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権 

 

限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定 

 
 

に
よ
る
制
限
重
量
を
超
え
る 

 
 

航
空
機
の
使
用
の
許
可 

 

 

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
構
内
営
業
の
許
可
（ 



 
 

 
 
 

件
の
設
置
又
は
留
置
の
承

 
 

認
（
広
島
西
飛
行
場
の
制

 
 

限
表
面
上
に
出
る
物
件
の

 
 

設
置
承
認
基
準
（
平
成
七

 
 

年
広
島
県
告
示
第
三
百
九

 
 

十
三
号
）
第
四
条
に
定
め

 
 

る
物
件
に
係
る
も
の
に
限

 
 

る
。) 

 

 

第
四
十
九
条
第
二
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
第
四
十
九
条

 
 

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

 
 

て
設
置
、
植
栽
又
は
留
置

 
 

さ
れ
た
物
件
の
除
去
の
請

 
 

求 

 

 

第
四
十
九
条
第
三
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
広
島
西
飛
行

 
 

場
の
設
置
告
示
の
際
現
に

 
 

存
す
る
物
件
で
制
限
表
面

 
 

の
上
に
出
る
も
の
の
制
限

 
 

表
面
の
上
に
出
る
部
分
の

 
 

除
去
の
請
求 

二 

広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条

 

例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
広

 

島
県
規
則
第
七
十
八
号
）
第

 

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

 

る
原
状
回
復
の
施
行 

 
 

変
更
の
許
可
を
含
む
。
） 

 

 

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

工
作
物
の
設
置
又
は
増
築
、 

 
 

改
築
、
用
途
変
更
若
し
く
は 

 
 

除
去
の
許
可 

 

 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

土
地
及
び
建
物
等
の
使
用
の 

 
 

許
可
（
変
更
の
許
可
を
含

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

む
。
） 

 

 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

原
状
回
復
の
指
示 

 

 

第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規 

 
 

定
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
の 

 
 

免
除 

 

 

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

許
可
の
取
消
し
若
し
く
は
そ 

 
 

の
許
可
の
内
容
の
変
更
又
は 

 
 

そ
の
許
可
に
係
る
使
用
の
停 

 
 

止
そ
の
他
必
要
な
措
置
の
命 

 
 

令
（
同
条
第
三
号
か
ら
第
五 

 
 

号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
係
る 

 
 

も
の
に
限
る
。
） 

 

 

第
二
十
一
条
た
だ
し
書
の 

 
 

規
定
に
よ
る
着
陸
料
等
の
返 

 
 

還 

 

 

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ 

 
 

る
構
内
営
業
者
、
工
作
物
設 

 
 

置
者
又
は
土
地
使
用
者
か
ら 

 
 

の
報
告
の
聴
取
又
は
施
設
若 

 
 

し
く
は
業
務
の
状
況
の
検
査 

二 

広
島
県
広
島
西
飛
行
場
条
例 

 

施
行
規
則
に
基
づ
く
知
事
の
権 

 

限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
構
内
営
業
譲
渡
等
の 

 
 

許
可 

 

 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る 

 
 

条
件
又
は
期
限
の
付
与 

 

 

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
原
状
回
復
の
検
査 

 

港湾管理課 

一 

公
有
水
面
埋 

 

立
法
に
基
づ
く 

 

知
事
の
権
限
の 

 

う
ち
、
次
に
掲 

 

げ
る
も
の
（
海 

 

面
に
限
る
。
） 

 

 

第
二
条
第 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ

 

く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次

 

に
掲
げ
る
も
の
（
海
面
に
限

 

る
。
） 

 

 

第
十
三
条
の
二
第
一
項

 
 

の
規
定
に
よ
る
埋
立
区
域

 
 

の
縮
小
、
設
計
の
概
要
の

一 

砂
利
採
取
法
第
二
十
二
条
の 

 

規
定
に
よ
る
採
取
計
画
の
変
更 

 

の
命
令
（
公
有
水
面
埋
立
法
第 

 

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
有 

 

水
面
（
内
水
面
を
除
く
。
）
に 

 

係
る
も
の
に
限
る
。
） 

二 

公
有
水
面
埋
立
法
に
基
づ
く 



 
 

 
 

一
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
埋
立 

 
 

て
の
免
許
（ 

 
 

埋
立
面
積
五 

 
 

千
平
方
メ
ー 

 
 

ト
ル
未
満
の 

 
 

も

の

に

限

 
 
 
 
 
 

 
 

る
。
） 

 

 

第
十
六
条 

 
 

第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋 

 
 

立
権
の
譲
渡 

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
九 

 
 

条
第
一
項
の 

 
 

規
定
に
よ
る 

 
 

埋
立
地
の
用 

 
 

途
の
変
更
の 

 
 

許
可 

 

 

第
三
十
五 

 
 

条
第
一
項
た 

 
 

だ
し
書
の
規 

 
 

定
に
よ
る
原 

 
 

状
回
復
の
義 

 
 

務
の
免
除 

 
 

変
更
又
は
埋
立
工
事
の
着

 
 

手
及
び
竣
功
の
期
間
伸
長

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
工
事
の

 
 

竣
功
の
認
可 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
地
に
関

 
 

す
る
権
利
の
譲
渡
の
許
可

二 

旧
公
有
水
面
埋
立
法
に
基

 
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、

 

次
に
掲
げ
る
も
の
（
海
面
に

 

限
る
。
） 

 

 

第
十
三
条
第
二
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
埋
立
期
間
伸
長

 
 

の
許
可 

 

 

第
十
六
条
第
一
項
の
規

 
 

定
に
よ
る
埋
立
権
の
譲
渡

 
 

の
許
可 

 

 

第
二
十
二
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
埋
立
工
事
の
竣
功
の

 
 

認
可 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の

 
 

規
定
に
よ
る
埋
立
地
に
関

 
 

す
る
権
利
の
譲
渡
の
許
可

 

知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲 

 

げ
る
も
の
（
海
面
に
限
る
。
） 

 

 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に 

 
 

よ
る
願
書
の
受
理 

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋
立
工
事
の
竣
功 

 
 

の
認
可
（
埋
立
面
積
五
千
平 

 
 

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に 

 
 

限
る
。) 

 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
埋
立
地
に
関
す
る 

 
 

権
利
の
譲
渡
（
分
譲
を
埋
立 

 
 

て
の
目
的
と
す
る
埋
立
地
以 

 
 

外
の
埋
立
地
に
つ
い
て
の
公 

 
 

共
団
体
以
外
の
者
間
の
所
有 

 
 

権
の
譲
渡
で
当
該
埋
立
地
に 

 
 

係
る
面
積
五
千
平
方
メ
ー
ト 

 
 

ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

及
び
設
定
の
認
可 

三 
第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係 

 

る
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一 

 

項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
の
機
会 

 

の
付
与 

   

別
表
第
三
都
市
部
の
部
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
部
都
市
事
業
局
の
款
中 

 
 

を
削
り
、 

 
 

    

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
都
市
企
画
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、 

  

同
号

中
「
（
都
市
計
画
法
施
行
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
軽
易
な
変
更
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号


を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
の
決
定
す
る
都
市
計
画
に
関
す
る
同
意 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
都
市
企
画
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

 
 

 

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
の
決
定
す
る
都

市
計
画
の
変
更
に
関
す
る
同
意 

都市部 

「 

」 

都市局

「

」

都市事業局 

「 
」 

都市企画室
「 

」

都市企画課 

「 

」 



 
別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
都
市
企
画
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
削
り
、
同
款 

  

中 
 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
都
市
整
備
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同 

  

号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

都
市
計
画
法
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
都
市
整
備
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

三 

土
地
区
画
整
理
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
施
行
の
認
可 

 

 

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
及
び
終
了
の
認
可 

 

 

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可 

 

 

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
認
可 

 

 

第
五
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
概
要
の
認
可 

 

四 

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
幹
線
街
路
等
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
） 

 

 

第
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
の
認
可 

 

 

第
七
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
終
了
の
認
可 

 

 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可 

 

 

第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
認
可 

 

 

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
準
及
び
事
業
計
画
の
認
可 

 
 

 

第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
の
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡

及
び
譲
受
の
認
可 

 

 

第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
終
了
の
認
可 

 

 

第
五
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
概
要
の
認
可 

 

 

第
七
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
計
画
の
認
可 

 

 

第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
執
行 

 

 

第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
代
行
の
開
始
の
決
定 

 

 

第
百
十
八
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
管
理
処
分
計
画
の
認
可 

 

五 

農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の 

 

 

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可 

 
 

 

第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
認
可 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
都
市
整
備
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
を
削
り
、
同
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号

及
び

中
「
（
下
水
道
室
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。

都市整備室 

「 

」 

都市整備課 

「 

」 



）
」
を
削
り
、
同
号

中
「
都
市
企
画
室
及
び
下
水
道
室
」
を
「
都
市
企
画
課
」
に
改
め
、
同
欄
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

 

七 
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
認
可 

   

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
下
水
道
室
の
項
を
削
り
、
同
款
中 

 
 

を 
 
 

に
改
め
、 

  

同
款
建
築
指
導
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号

を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
認
可
、
承
認
、
認
定
及

び
指
定
の
取
消
し 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
建
築
指
導
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

五 

都
市
再
開
発
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
係
る

も
の
を
除
く
。
） 

 

 

第
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
施
行
の
認
可 

 

 

第
七
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
終
了
の
認
可 

 

 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の
認
可 

 

 

第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
認
可 

 

 

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
準
及
び
事
業
計
画
の
認
可 

 
 

 

第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
開
発
会
社
の
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡

及
び
譲
受
の
認
可 

 

 

第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
終
了
の
認
可 

 

 

第
五
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
設
計
の
概
要
の
認
可 

 

 

第
七
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
計
画
の
認
可 

 

 

第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
執
行 

 

 

第
百
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
代
行
の
開
始
の
決
定 

 

 

第
百
十
八
条
の
六
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
管
理
処
分
計
画
の
認
可 

 

六 

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び

附
則
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
契
約
の
更
新 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
建
築
指
導
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
一
号
か
ら
第
六
号

ま
で
を
削
り
、
同
項
室
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中
「
都
市
整
備
室
」
を
「
都
市
整
備
課
」
に
改
め
、
同
款 

 

中 
 
 

を 
 
 

に
改
め
、
同
款
住
宅
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

を

と
し
、

を

と 

 

し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

建築指導室
「

」 

建築課 

「 

」 

住宅室 

「 

」 

住宅課 

「 

」 



 
 

 

第
五
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
駐
車
場
の
使
用
料
の
決
定 

 
別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
住
宅
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

を

と
し
、


を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
（
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
建
替
事
業
に
伴
う
明
渡
し
請
求 

 
 

 

第
三
十
九
条
第
一
項
（
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
県
営
住

宅
の
明
渡
し
請
求 

 
 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
法
人
等
に
公
営
住
宅
を
使
用
さ
せ
る
場
合
の
使
用

料
の
決
定
（
新
規
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

 

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
中
堅
所
得
者
等
に
公
営
住
宅
を
使
用
さ
せ
る
場
合
の
家
賃
の
決
定
（

新
規
に
使
用
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
住
宅
室
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中

の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
家
賃
の
決
定
（
新
規
に
管
理
開
始
す
る
住
宅
に
限
る
。
） 

 
 

 

第
十
八
条
第
二
項
（
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
借
上
げ
に
係
る
公
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
の
修
繕
費
用
の
負
担
の
決
定 

 

別
表
第
三
都
市
部
の
部
都
市
事
業
局
の
款
住
宅
室
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
を
削
り
、
同
表
空
港

港
湾
部
の
部
を
削
る
。 

別
表
第
五
地
域
事
務
所
長
の
項
第
五
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、
同
号

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

同
号

中
「

、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
」
を
「

、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま

で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
に
係
る
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
等
に
対

す
る
報
告
等
の
命
令
及
び
質
問 

 

 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
つ
た
者
等
に
対
す
る
報

告
等
の
命
令
及
び
質
問 

 

別
表
第
五
地
域
事
務
所
長
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
一
号

中
「
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
漁
業
調
整
室
の
項

室
長
専
決
事
項
」
を
「
農
林
水
産
局
の
部
農
水
産
振
興
部
の
款
水
産
課
の
項
課
長
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
農
林
水
産
部
の
部
農
水
産
振
興
局
の
款
漁
業
調
整
室
の
項
局

長
専
決
事
項
」
を
「
農
林
水
産
局
の
部
農
水
産
振
興
部
の
款
水
産
課
の
項
部
長
専
決
事
項
」
に
、
「
室
長
専

決
事
項
」
を
「
課
長
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
か
ら
第
二
十

三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
第
五
号

、

及
び

、
第
七
号

」
を
「
第

五
号

、

及
び

、
第
六
号

」
に
、
「
第
九
号

」
を
「
第
八
号

」
に
、
「
第
十
三
号

」
を
「
第

十
二
号

」
に
、
「
第
十
九
号

」
を
「
第
十
八
号

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
表



呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
一
号
中

を
削
り
、

を

と
し
、

、

、

、

、


、

、

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、
同
号

中
「
行
政
処
分
」
の
下
に
「
（
第
二
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
処
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
項
第
二
号
中

を

と
し
、

を

と

し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
診
療
所
の
病
床
設
置
届
の
受
付 

 

別
表
第
五
呉
地
域
保
健
所
長
及
び
福
山
地
域
保
健
所
長
の
項
第
十
五
号

中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を

「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
三
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八

号
中
「
、

、

、

及
び

」
を
「
及
び

」
に
改
め
、
同
表
呉
地
域
保
健
所
長
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、

第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
第
二
号

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

福
山
地
域
保
健
所
長 

一 

医
療
法
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
福
山
市 

 

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

 

第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
休
止
又
は
再
開
の
届
出 

 
 

の
受
付 

 

 

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
開
設
者
以
外
の
者
に
よ 

 
 

る
病
院
の
管
理
の
許
可 

 

 

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
と
他
の
病
院
、
診
療
所
又
は 

 
 

助
産
所
と
の
管
理
者
兼
任
の
許
可 

 

 

第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
設
置
の 

 
 

届
出
等
の
受
付 

 

 

第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
医
師
を
宿
直
さ
せ
な
い 

 
 

こ
と
の
許
可 

 

 

第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
専
属
薬
剤
師
を
置
か
な 

 
 

い
こ
と
の
許
可 

 

 

第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
人
員
の
増
員
又
は
業
務
の 

 
 

全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
の
命
令 

 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用 

 
 

の
制
限
及
び
禁
止
並
び
に
修
繕
及
び
改
築
の
命
令 

 

 

第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
管
理
者
の
変
更
命
令 

 

 

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
病
院
に
対
す
る
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合 

 
 

の
行
政
処
分
（
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
除
く
。
）
及
び
当 

 
 

該
処
分
を
受
け
た
者
に
対
す
る
弁
明
の
機
会
の
付
与 

二 

第
一
号

、

及
び

に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
三
条 

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与 

 

別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
し
、
別
表
第
四
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
四
（
第
八
条
関
係
） 

グ 

ル 

ー 

プ 

リ 

ー 

ダ 

ー 

の 

専 

決 

事 

項 

一 

軽
易
な
届
出
及
び
報
告
の
受
理 

二 

法
令
に
基
づ
く
各
種
の
許
可
証
、
免
許
証
、
登
録
証
、
検
査
証
、
合
格
証
、
鑑
札
等
の
再
交
付
、

書
換
え
交
付
及
び
返
納
処
理 

三 

軽
易
又
は
定
例
的
な
品
評
会
、
共
進
会
、
見
本
市
等
の
開
催 

四 

軽
易
又
は
定
例
的
な
講
習
会
、
講
演
会
、
打
合
せ
会
等
の
開
催 

五 

軽
易
又
は
定
例
的
な
事
実
の
証
明
及
び
謄
本
、
抄
本
等
の
交
付 

六 

所
掌
事
務
に
関
す
る
軽
易
又
は
定
例
的
な
調
査
の
実
施
、
資
料
の
収
集
等 



七 

軽
易
な
申
請
、
通
達
、
副
申
、
報
告
、
催
告
、
通
知
、
照
会
、
回
答
、
届
出
等 

八 

収
支
の
原
因
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
決
裁
を
経
た
も
の
の
一
件
千
五
百
万
円
未
満
の
収
入
の
通
知

及
び
支
出
命
令
（
旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

九 
職
員
に
対
す
る
職
員
き
章
の
交
付 

十 

物
品
の
出
納
通
知 

十
一 

一
件
五
十
万
円
未
満
の
物
品
の
要
求 

十
二 

各
種
台
帳
等
の
調
製
及
び
縦
覧
並
び
に
閲
覧
の
許
可
等 

十
三 

所
掌
事
務
に
関
す
る
付
随
的
事
項
で
軽
易
な
も
の
の
処
理 

 
 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


